
新居浜市中小企業インターンシップ支援事業補助金
雇用確保のためのインターンシップ事業において、学生が負担する交通費・宿泊費を企業が負担した場合、その経費の
一部を助成することにより、地元企業のインターンシップ実施に対する支援を行い雇用の確保につなげる。

愛媛県新居浜市

助成型（※2）

人材育成・雇用

・中小企業者であって、指定対象業種を営んでいること
・新居浜市内に本店又は本社を有する会社若しくは住所を有する個人
・新居浜市内において1年以上継続して活動していること
・市税を完納していること

2024年4月1日～2025年3月31日

交通費：学生一人につき1万円
宿泊費：学生一人につき1泊5000円
（ただし交通費と宿泊費を合計した学生一人あたりの補助上限額は6万円）

補助対象となる事業：高等教育機関に在籍している学生に対して人材確保を目的として実
施するインターンシップにおいて、学生に係る交通費、宿泊費を企業が負担した場合

新居浜市役所 経済部 産業振興課
電話：0897-65-1260

https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/r6hojo.html
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